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「兵庫県立自然公園特別地域内において集積等が規制される物の指定案」に関する

県民意見提出手続（パブリック・コメント手続）の実施結果について

兵庫県では、県立自然公園の特別地域において、廃車や廃タイヤの集積などから自然の

景観や生態系などを保護するため 平成 年３月 日に兵庫県立自然公園条例を改正 平、 （15 17

成 年 月１日施行）し、県立自然公園の特別地域内において「屋外における土石その15 10

他知事が指定する物の集積又は貯蔵」をすることを知事の許可を要する行為とし 「屋外、

における土石その他知事が指定する物」の具体的な内容について、平成 年７月 日か15 28

ら平成 年８月 日まで県民の皆さんからのご意見・ご提案の募集を行いました。15 27

提出いただいたご意見等の概要とこれに対する県の考え方及び最終決定した「兵庫県立

自然公園特別地域内において集積等が規制される物の指定内容」を下記のとおり発表いた

します。

記

１ 提出された意見等の概要とこれに対する考え方

２ 最終決定した「兵庫県立自然公園特別地域内において集積等が規制される物の指定

内容」

問い合わせ先

〒６５０－８５６７ 神戸市中央区下山手通５－１０－１

兵庫県 健康生活部 環境局 自然環境保全課 野生生物係

電話： ０７８）３６２－９０８４ （０７８）３６２－３０６９（ Fax.

e-mail:shizenkankyouhozen@pref.hyogo.jp


